
 
別紙様式第 21‐②号 

申請日 2026 年 1月 28日 
一般社団法人投資信託協会 

会長  殿 

（商号又は名称）ピクテ・ジャパン株式会社 

（代表者）代表取締役社長 萩野琢英 

 

 

正会員の財務状況等に関する変更届出書 

 

貴協会の定款の施行に関する規則第10条第１項第17号イ（第18号イ）の規定に基づき、2025年9月26日付

で提出した正会員の財務状況等に関する届出書について、2026年1月13日付で当社が運用する投資信託の純

資産額の合計額に30％以上の増減があったため、同規則第10条第１項第18号イの規定に基づき、下記のと

おり報告いたします。 

 

１．委託会社等の概況 

 

(１)資本金の額 

2025年12月末日現在：２億円 

委託会社が発行する株式の総数：20,000株(普通株式：10,000株 Ａ種優先株式：10,000株) 

発行済株式総数：1,563株(普通株式：800株 Ａ種優先株式：763株) 

 

(２)委託会社の機構 

① 経営の意思決定機構 

株主総会で選任された取締役および監査役で構成される取締役会が設置されています。取締役会は、

委託会社の業務執行の基本方針を含む企業運営方針を決定し、取締役の職務の執行を監督します。

また、取締役会の定めた経営方針・経営計画に基づく業務執行の意思決定(取締役会の専権事項を除

く。)を行う機関として、取締役会で選任された経営会議メンバーで構成される経営会議が設置され

ています。代表取締役は経営会議メンバーの業務を統括し、指揮監督します。 

② 投資運用の意思決定機構 

運用部門、プロダクト部門およびコンプライアンス部門の代表者を主要メンバーとして構成される

投資政策委員会において、投資政策の審議・決定ならびにその運用の成果および投資政策との関連

での妥当性を分析します。投資政策委員会において決定された信託財産の投資政策に基づき、運用

部門が運用の指図を行います。運用の指図に関する権限を外部の投資顧問会社に委託することまた

は外部の投資顧問会社からの助言を受けることがあります。 

 

２．事業の内容及び営業の概況 

 

投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行ってい

ます。また金融商品取引法に定める投資助言・代理業、第一種金融商品取引業の一部、第二種金融商品

取引業の一部および付随業務の一部を行っています。 

2026年1月13日現在、委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産総額は次のとおりです(ただし、マ

ザーファンドを除きます)。 

 

 
  

種類 本数 純資産総額（円） 

追加型株式投資信託 117 3,986,195,623,572  

単位型株式投資信託 48 219,952,203,117  

合計 165 4,206,147,826,689  



 
 

３【委託会社等の経理状況】 

 
１．財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務

諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣

府令第52号)に基づいて作成しております。 

当社の中間財務諸表は、「財務諸表等規則」並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業

等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。 

当社の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目、その他の事項の金額については、千円未満の端数を切り捨て

て記載しております。 

 

２．監査証明について 

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第40期事業年度(2024年１月１日から2024年12月31日ま

で)の財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人の監査を受けております。 

また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第41期事業年度の中間会計期間(2025年１月１日から2025

年６月30日まで)の中間財務諸表について、PwC Japan有限責任監査法人の中間監査を受けております。 

 

  



 
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 

2025年3月14日 

 

ピクテ・ジャパン株式会社 

取 締 役 会 御 中 

 

PwC Japan有限責任監査法人  

東京事務所 

 指定有限責任社員 
業務執行社員 

 公認会計士 久 保 直 毅  

 

監査意見 
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲

げられているピクテ・ジャパン株式会社の 2024年 1月 1 日から 2024年 12 月 31 日までの第 40 期事業年度の財務諸表、す
なわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。 
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ピクテ・ジ

ャパン株式会社の 2024年 12月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。 

監査意見の根拠 
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当

監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

その他の記載内容 
その他の記載内容は、監査した財務諸表を含む開示書類に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報

である。 
当監査法人は、その他の記載内容が存在しないと判断したため、その他の記載内容に対するいかなる作業も実施していな

い。 

財務諸表に対する経営者及び監査役の責任 
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価

し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある
場合には当該事項を開示する責任がある。 
監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 

財務諸表監査における監査人の責任 
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない

かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として

の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
査証拠を入手する。 

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。 

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。 

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。 
監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含

む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 

利害関係 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上 

(注)１．上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。 

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。 

 

  



 
独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

2025 年 9 月 10 日 

 

ピクテ・ジャパン株式会社 

取 締 役 会 御 中 

 

PwC Japan有限責任監査法人 

東京事務所 

 指定有限責任社員 
業務執行社員 

 
公認会計士  久 保 直 毅 

 

中間監査意見 
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に

掲げられているピクテ・ジャパン株式会社の 2025 年 1 月 1日から 2025 年 12 月 31 日までの第 41 期事業年度の中間会計期
間（2025 年 1 月 1 日から 2025 年 6 月 30 日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中
間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て、ピクテ・ジャパン株式会社の 2025 年 6 月 30 日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（2025 年 1 月
1 日から 2025 年 6 月 30 日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

中間監査意見の根拠 
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の

基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国
における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たし
ている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 

中間財務諸表に対する経営者及び監査役の責任 
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成

し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な
情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 

中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど
うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を
開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。 

中間財務諸表監査における監査人の責任 
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者

の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書において独立の立場から中
間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、中間監査の意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省
略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手
続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。 

・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連
する内部統制を検討する。 

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注
記事項の妥当性を評価する。 

・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論
付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事
項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に
対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠
に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。 

・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎
となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。 
監査人は、監査役に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部統制の重要

な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。 

利害関係 
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上 

(注)１．上記の中間監査報告書の原本は当社が別途保管しております。 

  ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。 

  



 
財務諸表 

 

(１)【貸借対照表】 

(単位：千円) 

    
第39期 

(2023年12月31日現在) 

第40期 

(2024年12月31日現在) 

資産の部   
 

流動資産   
 

現金・預金  4,666,659 3,981,558 

前払費用  126,533 113,778 

未収委託者報酬  4,065,704 4,603,057 

未収収益  721,021 449,566 

関係会社未収入金  5,169 357,088 

その他  97,957 208,806 

流動資産計  9,683,045 9,713,857 

固定資産    

有形固定資産    

建物付属設備 ※１ 701,375 637,774 

器具備品 ※１ 316,387 287,731 

有形固定資産合計  1,017,763 925,506 

無形固定資産    

ソフトウェア  1,120 1,024 

無形固定資産合計  1,120 1,024 

投資その他の資産    

投資有価証券  5,249 6,112 

長期差入保証金  457,872 457,872 

前払年金費用  - 64,485 

繰延税金資産  841,977 758,163 

投資その他の資産合計  1,305,099 1,286,633 

固定資産計  2,323,982 2,213,164 

資産合計  12,007,028 11,927,021 

 

(単位：千円) 

    
第39期 

(2023年12月31日現在) 

第40期 

(2024年12月31日現在) 

負債の部    

流動負債    

預り金  38,498 41,509 

未払金    

未払手数料  2,277,264 2,596,736 

その他未払金  1,292,786 870,205 

未払法人税等  127,909 78,368 

賞与引当金  747,382 761,094 

その他  292,106 169,568 

流動負債合計  4,775,948 4,517,482 

固定負債    

関係会社長期借入金  2,400,000 2,400,000 

退職給付引当金  48,522 - 

資産除去債務  143,134 143,134 



 
固定負債合計  2,591,656 2,543,134 

負債合計  7,367,605 7,060,616 

純資産の部    

株主資本    

資本金  200,000 200,000 

利益剰余金    

利益準備金  50,000 50,000 

その他利益剰余金  4,387,446 4,613,829 

 繰越利益剰余金  4,387,446 4,613,829 

利益剰余金合計  4,437,446 4,663,829 

株主資本合計  4,637,446 4,863,829 

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金  1,976 2,575 

評価・換算差額等合計  1,976 2,575 

純資産合計  4,639,422 4,866,405 

負債・純資産合計  12,007,028 11,927,021 

 

(２)【損益計算書】 

(単位：千円) 

    

第39期 

(自 2023年１月１日 

至 2023年12月31日) 

第40期 

(自 2024年１月１日 

至 2024年12月31日) 

営業収益    

委託者報酬  25,077,821 25,459,296 

その他営業収益  2,015,541 1,646,887 

営業収益計  27,093,363 27,106,183 

営業費用    

支払手数料  15,941,070 15,935,791 

広告宣伝費  395,671 345,894 

調査費    

調査費  240,633 263,552 

委託調査費  3,231,924 3,645,972 

委託計算費  490,503 500,972 

営業雑経費    

通信費  110,376 121,435 

印刷費  134,442 116,889 

諸会費  20,028 18,382 

図書費  2,377 2,249 

諸経費  4,406 3,784 

営業費用計  20,571,434 20,954,925 

一般管理費    

給料    

役員報酬  89,647 89,742 

給料・手当  2,379,240 2,405,723 

賞与 ※１ 458,860 433,673 

賞与引当金繰入  584,824 619,851 

旅費交通費  107,033 107,267 

租税公課  100,655 87,827 



 
不動産賃借料  559,420 560,566 

退職給付費用  99,708 78,885 

固定資産減価償却費  144,916 151,690 

消耗器具備品費  24,548 37,668 

人材採用費  48,429 47,872 

修繕維持費  46,348 52,754 

諸経費  261,071 297,958 

一般管理費計  4,904,705 4,971,481 

営業利益  1,617,223 1,179,775 

営業外収益    

受取利息  21 4 

投資有価証券売却益  50 23 

受取配当金  245 335 

為替差益  23,992 - 

その他  859 1,737 

営業外収益計  25,169 2,100 

営業外費用    

支払利息 ※２ 48,411 57,706 

為替差損  - 63,739 

その他  201 2,827 

営業外費用計  48,613 124,272 

経常利益  1,593,779 1,057,603 

税引前当期純利益  1,593,779 1,057,603 

法人税、住民税及び事業税  393,274 247,510 

法人税等調整額  89,237 83,550 

法人税等合計額  482,512 331,060 

当期純利益  1,111,266 726,542 

 

(３)【株主資本等変動計算書】 

第39期(自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) 

(単位：千円) 

  

株主資本 評価・換算差額等 

純資産 

合計 資本金 

利益剰余金 

株主資本 

合計 

その他 

有価証券 

評価 

差額金 

評価・換算 

差額等合計 利益 

準備金 

その他利益 

剰余金 利益 

剰余金 

合計 繰越利益 

剰余金 

当期首残高 200,000 50,000 4,276,499 4,326,499 4,526,499 1,341 1,341 4,527,840 

当期変動額                 

剰余金の配当 - - △1,000,320 △1,000,320 △1,000,320 - - △1,000,320 

当期純利益 - - 1,111,266 1,111,266 1,111,266 - - 1,111,266 

株主資本以外の項目の 

当期変動額(純額) 
- - - - - 635 635 635 

当期変動額合計 - - 110,946 110,946 110,946 635 635 111,581 

当期末残高 200,000 50,000 4,387,446 4,437,446 4,637,446 1,976 1,976 4,639,422 

 

第40期(自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) 

(単位：千円) 

  株主資本 評価・換算差額等 純資産 



 

資本金 

利益剰余金 

株主資本 

合計 

その他 

有価証券 

評価 

差額金 

評価・換算 

差額等合計 

合計 

利益 

準備金 

その他利益 

剰余金 利益 

剰余金 

合計 繰越利益 

剰余金 

当期首残高 200,000 50,000 4,387,446 4,437,446 4,637,446 1,976 1,976 4,639,422 

当期変動額                 

剰余金の配当 - - △500,160 △500,160 △500,160 - - △500,160 

当期純利益 - - 726,542 726,542 726,542 - - 726,542 

株主資本以外の項目の 

当期変動額(純額) 
- - - - - 599 599 599 

当期変動額合計 - - 226,382 226,382 226,382 599 599 226,981 

当期末残高 200,000 50,000 4,613,829 4,663,829 4,863,829 2,575 2,575 4,866,405 

 

重要な会計方針 

区分   

１．有価証券の評価基準及び評価方法 (１)その他有価証券 

市場価格のない株式等以外のもの 

決算日の基準価額に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。 

２．固定資産の減価償却の方法 (１)有形固定資産(リース資産を除く) 

定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。 

建物附属設備10～18年 

器具備品２～20年 

(２)無形固定資産(リース資産を除く) 

定額法により償却しております。 

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(５年)に

基づく定額法により償却しております。 

３．外貨建の資産又は負債の本邦通貨

への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しております。 

４．引当金の計上基準 (１)賞与引当金 

従業員に支給する賞与の支払いに充てるため、支出見込額の当期負担分を計上

しております。 

(２)退職給付引当金 

従業員の退職金に充てるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上しております。退職給付見込額を当期までの期間に帰属させ

る方法については、給付算定式基準によっております。過去勤務費用及び数理計

算上の差異は、その発生年度に一括損益処理しています。 

５．収益及び費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬等により収益を稼得し

ております。これらには実績報酬が含まれる場合があります。 

(１)委託者報酬 

委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割

合として認識され、確定した報酬を投資信託によって月次、年４回、年２回もし

くは年１回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務を充足される

という前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しておりま

す。 

(２)運用受託報酬 

運用受託報酬は、投資一任契約に基づき計算期間の純資産総額等に対する一定

割合として認識され、確定した報酬を一任口座によって年２回もしくは年１回

受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務を充足されるという前提

に基づき、一任口座の運用期間にわたり収益として認識しております。 

(３)実績報酬 

実績報酬は、対象となる一任口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォ

ーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該

報酬は実績報酬を受領する権利が確定的となった時点で収益として認識してお

ります。 



 
 

(重要な会計上の見積りに関する注記) 

 当事業年度の財務諸表等の作成にあたって行った会計上の見積りが当事業年度の翌事業年度の財務諸表等に重要な

影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。 

 

(未適用の会計基準等に関する注記) 

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号 2024年９月13日 企業会計基準委員会） 

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号 2024年９月13日 企業会計基準委員会） 等 

 

(1）概要 

 企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリー

スについて資産および負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行

われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り

入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財

務諸表に用いても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。 

 借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・

リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費

およびリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。 

 

(2）適用予定日 

 2028年１月１日に開始する事業年度の期首から適用する予定であります。 

 

(3）当該会計基準等の適用による影響 

 「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。 

 

(貸借対照表関係) 

第39期 

(2023年12月31日現在) 

第40期 

(2024年12月31日現在) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

建物付属設備 173,122千円 建物付属設備 239,394千円 

器具備品 241,701千円 器具備品 311,890千円 

 

(損益計算書関係) 

第39期 

自 2023年１月１日 

至 2023年12月31日 

第40期 

自 2024年１月１日 

至 2024年12月31日 

※１ 従業員及び役員の賞与であります。 ※１ 従業員及び役員の賞与であります。 

※２ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。 

※２ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。 

支払利息 48,411千円 支払利息 57,706千円 

 

(株主資本等変動計算書関係) 

第39期(自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

    

第39期事業年度期首 

株式数 

(株) 

第39期 

増加株式数 

(株) 

第39期 

減少株式数 

(株) 

第39期事業年度末 

株式数 

(株) 

発行済株式           

普通株式   800 - - 800 

Ａ種優先株式   763 - - 763 

合計   1,563  - - 1,563  

 

２．配当に関する事項 

(１)配当金支払額 

決議 株式の種類 配当金の総額（千円） 配当の原資 1株当たり配当金（円） 基準日 効力発生日 

2023年6月21日 普通株式 512,000  利益剰余金 640,000  2023年3月31日 2023年6月22日 



 
Ａ種優先株式 488,320  640,000  

 

(２)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

該当事項はありません。 

 

第40期(自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

    

第40期事業年度期首 

株式数 

(株) 

第40期 

増加株式数 

(株) 

第40期 

減少株式数 

(株) 

第40期事業年度末 

株式数 

(株) 

発行済株式           

普通株式   800 - - 800 

Ａ種優先株式   763 - - 763 

合計   1,563  - - 1,563  

 

２．配当に関する事項 

(１)配当金支払額 

決議 株式の種類 配当金の総額（千円） 配当の原資 1株当たり配当金（円） 基準日 効力発生日 

2024年6月18日 
普通株式 256,000  

利益剰余金 
320,000  

2024年3月31日 2024年6月25日 
Ａ種優先株式 244,160  320,000  

 

(２)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

該当事項はありません。 

 

(リース取引関係) 

第39期(自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) 

(借主側) 

１．ファイナンス・リース取引 

該当事項はありません。 

 

２．オペレーティング・リース取引 

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料 

１年内 421,323千円 

１年超 848,958千円 

合計 1,270,281千円 

 

第40期(自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) 

(借主側) 

１．ファイナンス・リース取引 

該当事項はありません。 

 

２．オペレーティング・リース取引 

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料 

１年内 421,323千円 

１年超 427,634千円 

合計 848,958千円 

 

(金融商品関係) 

第39期(自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) 

１．金融商品の状況に関する事項 

(１)金融商品に対する取組方針 

余剰資金については銀行預金(当座預金、普通預金、定期預金又は信託預金等)で運用しております。 

 

(２)金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 

銀行預金は、本邦銀行に預け入れているものがあります。本邦銀行に預け入れているものは、その元本が預金保

険制度の対象となっております。 

営業債権である未収委託者報酬は、信託銀行により分別保管されている投資信託の信託財産から直接支弁され

るので信用リスクは発生せず、また投資信託の決算日までに信託財産が減少し委託者報酬が支払えなくなるとい



 
うマーケットリスクは非常に低いものと考えております。 

営業債務である未払手数料は、回収不能となるリスクの非常に低い委託者報酬の入金後、これを原資に支払い

を行うので、支払不能となる流動性リスクは非常に低いものと考えております。また、その他未払金については、

その債務を履行するに十分な即時引出し可能な決済性預金を保有していることから、流動性不足はないものと考

えております。 

関係会社長期借入金は、返済日は最長で決算日後10年であります。固定金利の為、金利の変動リスクはございま

せん。 

 

(３)金融商品に係るリスク管理体制 

当社は本邦銀行における預金を預金保険制度の保険対象範囲に限定して信用リスクの軽減を図っており、その

状況は代表取締役およびピクテグループファイナンスに報告されモニタリングされています。 

 

２．金融商品の時価等に関する事項 

 2023年12月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。 

(千円) 

  貸借対照表計上額 時価 差額 

投資有価証券 5,249 5,249 - 

資産計 5,249 5,249 - 

関係会社長期借入金 2,400,000 2,380,800 △ 19,199 

負債計 2,400,000 2,380,800 △ 19,199 

(注１)現金・預金、未収委託者報酬及び未払金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、

記載を省略しております。 

 

(注２)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額 

(千円) 

  １年以内 
１年超 

５年以内 
５年超 

現金・預金 4,666,659 - - 

未収委託者報酬 4,065,704 - - 

 

(注３)関係会社長期借入金の返済予定額 

(千円) 

  １年以内 
１年超 

２年以内 

２年超 

３年以内 

３年超 

４年以内 

４年超 

５年以内 
５年超 

関係会社長期借入金 - - - - 1,200,000 1,200,000 

 

３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

 金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類

しております。 

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価 

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価 

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属する

レベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 

(１)時価をもって貸借対照表に計上している金融商品 

(千円) 

区分 レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

投資有価証券 - 5,249 - 5,249 

資産計 - 5,249 - 5,249 

 

(２)時価をもって貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品 

(千円) 

区分 レベル１ レベル２ レベル３ 合計 



 
関係会社長期借入金 - 2,380,800 - 2,380,800 

負債計 - 2,380,800 - 2,380,800 

(注１)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明 

投資有価証券 

 当社が保有している投資信託受益証券は、基準価額で評価しており、市場での取引頻度が高いとは言えず、活発な市

場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２の時価に分類しております。 

関係会社長期借入金 

 関係会社長期借入金の時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在

価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。 

 

第40期(自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) 

１．金融商品の状況に関する事項 

(１)金融商品に対する取組方針 

余剰資金については銀行預金(当座預金、普通預金、定期預金又は信託預金等)で運用しております。 

 

(２)金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 

銀行預金は、本邦銀行に預け入れているものがあります。本邦銀行に預け入れているものは、その元本が預金保

険制度の対象となっております。 

営業債権である未収委託者報酬は、信託銀行により分別保管されている投資信託の信託財産から直接支弁され

るので信用リスクは発生せず、また投資信託の決算日までに信託財産が減少し委託者報酬が支払えなくなるとい

うマーケットリスクは非常に低いものと考えております。 

営業債務である未払手数料は、回収不能となるリスクの非常に低い委託者報酬の入金後、これを原資に支払い

を行うので、支払不能となる流動性リスクは非常に低いものと考えております。また、その他未払金については、

その債務を履行するに十分な即時引出し可能な決済性預金を保有していることから、流動性不足はないものと考

えております。 

関係会社長期借入金は、返済日は最長で決算日後９年であります。固定金利の為、金利の変動リスクはございま

せん。 

 

(３)金融商品に係るリスク管理体制 

当社は本邦銀行における預金を預金保険制度の保険対象範囲に限定して信用リスクの軽減を図っており、その

状況は代表取締役およびピクテグループファイナンスに報告されモニタリングされています。 

 

２．金融商品の時価等に関する事項 

2024年12月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。 

(千円) 

  貸借対照表計上額 時価 差額 

投資有価証券 6,112 6,112 - 

資産計 6,112 6,112 - 

関係会社長期借入金 2,400,000 2,389,566 △ 10,433 

負債計 2,400,000 2,389,566 △ 10,433 

(注１)現金・預金、未収委託者報酬及び未払金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、

記載を省略しております。 

 

(注２)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額 

(千円) 

  １年以内 
１年超 

５年以内 
５年超 

現金・預金 3,981,558 - - 

未収委託者報酬 4,603,057 - - 

 

(注３)関係会社長期借入金の返済予定額 

(千円) 

  
１年以内 

１年超 

２年以内 

２年超 

３年以内 

３年超 

４年以内 

４年超 

５年以内 
５年超 

関係会社長期借入金 - - - 1,200,000 - 1,200,000 

 



 
３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

 金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類

しております。 

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価 

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価 

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属する

レベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 

(１)時価をもって貸借対照表に計上している金融商品 

(千円) 

区分 レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

投資有価証券 - 6,112 - 6,112 

資産計 - 6,112 - 6,112 

 

(２)時価をもって貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品 

(千円) 

区分 レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

関係会社長期借入金 - 2,389,566 - 2,389,566 

負債計 - 2,389,566 - 2,389,566 

(注１)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明 

投資有価証券 

 当社が保有している投資信託受益証券は、基準価額で評価しており、市場での取引頻度が高いとは言えず、活発な市

場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２の時価に分類しております。 

関係会社長期借入金 

 関係会社長期借入金の時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在

価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。 

 

(有価証券関係) 

第39期(2023年12月31日現在) 

１．その他有価証券 

(千円) 

区分 種類 取得原価 貸借対照表計上額 差額 

貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの 

投資信託受益証券 2,300 5,152 2,852 

小計 2,300 5,152 2,852 

貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの 

投資信託受益証券 100 96 △ 3 

小計 100 96 △ 3 

合計 2,400 5,249 2,849 

 

２．当期中に売却されたその他有価証券(自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) 

(千円) 

区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額 

投資信託受益証券 250 50 - 

合計 250 50 - 

 

第40期(2024年12月31日現在) 

１．その他有価証券 

(千円) 

区分 種類 取得原価 貸借対照表計上額 差額 

貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの 

投資信託受益証券 2,400 6,112 3,712 

小計 2,400 6,112 3,712 

投資信託受益証券 - - - 



 
貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの 
小計 - - - 

合計 2,400 6,112 3,712 

 

２．当期中に売却されたその他有価証券(自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) 

(千円) 

区分 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額 

投資信託受益証券 123 23 - 

合計 123 23 - 

 

(デリバティブ取引関係) 

第39期(自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) 

当社は、デリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。 

 

第40期(自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) 

当社は、デリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。 

 

(退職給付関係) 

第39期(自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) 

１．採用している退職給付制度の概要 

当社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用しております。 

確定給付企業年金制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。 

 

２．退職給付制度 

(１)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 
 (千円) 

退職給付債務の期首残高 1,442,249 

勤務費用 67,706 

利息費用 11,179 

数理計算上の差異の発生額 520 

退職給付の支払額 △ 61,689 

退職給付債務の期末残高 1,459,967 

 

(２)年金資産の期首残高と期末残高の調整表 
 (千円) 

年金資産の期首残高 1,282,013 

期待運用収益 12,820 

数理計算上の差異の発生額 88,035 

事業主からの拠出額 90,266 

その他 △ 61,689 

年金資産の期末残高 1,411,446 

 

(３)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表 
 (千円) 

積立型制度の退職給付債務 1,459,967 

年金資産 △ 1,411,446 

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 48,522 

 

(４)退職給付費用及びその内訳項目の金額 
 (千円) 

勤務費用 67,706 

利息費用 11,179 

期待運用収益 △ 12,820 

数理計算上の差異の費用処理額 △ 87,514 

退職給付制度に係る退職給付費用 △ 21,448 

 

(５)年金資産に関する事項 

① 年金資産の主な内訳 



 
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、以下のとおりであります。 

証券投資信託受益証券 100.00% 

合計 100.00% 

(注)年金資産は全て企業年金制度に対して設定した退職給付信託であります。 

 

② 長期期待運用収益率の設定方法 

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する

多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。 

 

(６)数理計算上の計算基礎に関する事項 

当期末における主要な数理計算上の計算基礎 

割引率  0.90% 

長期期待運用収益率  1.00% 

 

３．確定拠出制度 

当社の確定拠出制度への要拠出額は121,157千円であります。 

 

第40期(自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) 

１．採用している退職給付制度の概要 

当社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用しております。 

確定給付企業年金制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しております。 

 

２．退職給付制度 

(１)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表 
 (千円) 

退職給付債務の期首残高 1,459,967 

勤務費用 70,597 

利息費用 12,663 

数理計算上の差異の発生額 △ 15,530 

退職給付の支払額 △ 190,797 

退職給付債務の期末残高 1,336,900 

 

(２)年金資産の期首残高と期末残高の調整表 
 (千円) 

年金資産の期首残高 1,411,446 

期待運用収益 14,114 

数理計算上の差異の発生額 86,241 

事業主からの拠出額 80,381 

その他 △ 190,797 

年金資産の期末残高 1,401,386 

 

(３)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表 
 (千円) 

積立型制度の退職給付債務 1,336,900 

年金資産 △ 1,401,386 

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △ 64,485 

 

(４)退職給付費用及びその内訳項目の金額 
 (千円) 

勤務費用 70,597 

利息費用 12,663 

期待運用収益 △ 14,114 

数理計算上の差異の費用処理額 △ 101,772 

退職給付制度に係る退職給付費用 △ 32,625 

 

(５)年金資産に関する事項 

① 年金資産の主な内訳 

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、以下のとおりであります。 

証券投資信託受益証券 100.00% 

合計 100.00% 

(注)年金資産は全て企業年金制度に対して設定した退職給付信託であります。 



 
 

② 長期期待運用収益率の設定方法 

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する

多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。 

 

(６)数理計算上の計算基礎に関する事項 

当期末における主要な数理計算上の計算基礎 

割引率  1.40% 

長期期待運用収益率  1.00% 

 

３．確定拠出制度 

当社の確定拠出制度への要拠出額は111,511千円であります。 

 

(税効果会計関係) 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

(千円) 

区分 
第39期 

(2023年12月31日現在) 

第40期 

(2024年12月31日現在) 

繰延税金資産     

退職給付引当金損金算入限度超過額  375,083  306,671 

未払事業税否認  12,706  9,132 

未確定債務  27,937  32,651 

賞与引当金損金算入限度超過額  241,667  233,047 

ソフトウェア  58,921  97,564 

資産除去債務  20,103  27,797 

均し賃料否認  29,011  19,602 

その他  77,418  32,832 

繰延税金資産小計  842,850  759,299 

繰延税金負債     

その他有価証券評価差額  872  1,136 

繰延税金負債小計  872  1,136 

繰延税金資産合計(純額)  841,977  758,163 

      

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

第39期 

(2023年12月31日現在) 

第40期 

(2024年12月31日現在) 

法定実効税率 30.62% 法定実効税率 30.62% 

(調整)  (調整)  

交際費等永久に損金算入されない項目 1.23% 交際費等永久に損金算入されない項目 1.99% 

住民税均等割 0.24% 住民税均等割 0.36% 

税額控除 △ 1.57% 税額控除 △ 2.12% 

その他 △ 0.24% その他 0.46% 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 30.27% 税効果会計適用後の法人税等の負担率 31.30% 

      

 

(資産除去債務関係) 

第39期(2023年12月31日現在) 

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの 

１．当該資産除去債務の概要 

(１)東京本社事務所用ビルの不動産賃借契約に伴う原状回復費用であります。 

(２)大阪連絡事務所用ビルの不動産賃借契約に伴う原状回復費用であります。 

 

２．当該資産除去債務の金額と算定方法 



 
(１)東京本社事務所用ビル 

使用見込期間を取得から５年と見積り、割引率は0％を使用して資産除去債務の金額を計算しております。 

(２)大阪連絡事務所用ビル 

使用見込期間を取得から10年と見積り、割引率は0.96％を使用して資産除去債務の金額を計算しております。 

 

３．当期における当該資産除去債務の総額の増減 

期首残高 143,023千円 

有形固定資産の取得に伴う増加額 - 

時の経過による調整額 111千円 

資産除去債務の履行による減少額 - 

期末残高 143,134千円 

 

第40期(2024年12月31日現在) 

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの 

１．当該資産除去債務の概要 

(１)東京本社事務所用ビルの不動産賃借契約に伴う原状回復費用であります。 

(２)大阪連絡事務所用ビルの不動産賃借契約に伴う原状回復費用であります。 

 

２．当該資産除去債務の金額と算定方法 

(１)東京本社事務所用ビル 

使用見込期間を取得から５年と見積り、割引率は0％を使用して資産除去債務の金額を計算しております。 

(２)大阪連絡事務所用ビル 

使用見込期間を取得から10年と見積り、割引率は0.96％を使用して資産除去債務の金額を計算しております。 

 

３．当期における当該資産除去債務の総額の増減 

期首残高 143,134千円 

有形固定資産の取得に伴う増加額 - 

時の経過による調整額 - 

資産除去債務の履行による減少額 - 

期末残高 143,134千円 

 

(収益認識関係) 

第39期(自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) 

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報 

(千円) 

  運用報酬 実績報酬 合計 

委託者報酬 25,077,821 - 25,077,821 

運用受託報酬 381,029 14,802 395,831 

その他 1,619,709 - 1,619,709 

合計 27,078,561 14,802 27,093,363 

 

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報 

 注記事項(重要な会計方針)の５.収益及び費用の計上基準に記載の通りであります。 

 

第40期(自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) 

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報 

(千円) 

  運用報酬 実績報酬 合計 

委託者報酬 25,459,296 - 25,459,296 

運用受託報酬 349,648 - 349,648 

その他 1,297,238 - 1,297,238 

合計 27,106,183 - 27,106,183 

 

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報 

 注記事項(重要な会計方針)の５.収益及び費用の計上基準に記載の通りであります。 

 



 
(セグメント情報等) 

第39期(自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) 

１．セグメント情報 

当社は、投資運用業及び投資助言代理業の単一セグメントを報告セグメントとしております。 

従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。 

 

２．関連情報 

(１)製品及びサービスごとの情報 

  投資信託委託業 投資顧問業 その他 合計 

外部顧客への営業収益 25,077,821千円 395,831千円 1,619,709千円 27,093,363千円 

 

(２)地域ごとの情報 

① 営業収益 

本邦外部顧客への営業収益が営業収益総額の90％を超えるため、記載を省略しております。 

 

② 有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略

しております。 

 

(３)主要な顧客ごとの情報 

営業収益の10％以上を占める単一顧客が存在しないため、記載を省略しております。 

 

第40期(自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) 

１．セグメント情報 

当社は、投資運用業及び投資助言代理業の単一セグメントを報告セグメントとしております。 

従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。 

 

２．関連情報 

(１)製品及びサービスごとの情報 

  投資信託委託業 投資顧問業 その他 合計 

外部顧客への営業収益 25,459,296千円 349,648千円 1,297,238千円 27,106,183千円 

 

(２)地域ごとの情報 

① 営業収益 

本邦外部顧客への営業収益が営業収益総額の90％を超えるため、記載を省略しております。 

 

② 有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略

しております。 

 

(３)主要な顧客ごとの情報 

営業収益の10％以上を占める単一顧客が存在しないため、記載を省略しております。 

 

(関連当事者との取引関係) 

第39期(自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) 

１．関連当事者との取引 

(１)財務諸表提出会社の親会社 

種類 会社等の名称 所在地 
資本金又は 

出資金 

事業の 

内容 

又は職業 

議決権等 

の被所有 

割合 

関連当事者 

との関係 
取引の内容 

取引金額 

(千円) 
科目 

期末残高 

(千円) 

親会社 

ピクテ 

アセット 

マネージメント 

ホールディング 

エスエー 

スイス、 

ジュネーブ 
CHF40,000,000 

グループ 

管理会社 
直接100% 

資金の提供 

役員の兼任 

借入金 

の借入(注１) 
2,400,000 

関係会社 

長期借入金 
2,400,000 

利息の支払 

(注２) 
48,411 未払金 13,086 

 

(２)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社 

種類 会社等の名称 所在地 
資本金又は 

出資金 

事業の 

内容 

又は職業 

議決権等 

の被所有 

割合 

関連当事者 

との関係 
取引の内容 

取引金額 

(千円) 
科目 

期末残高 

(千円) 



 

同一の 

親会社 

を持つ 

会社 

ピクテ 

アセット 

マネージメント 

エスエー 

スイス、 

ジュネーブ 
CHF21,000,000 

資産運用 

会社 
－ 

投資運用の委

託契約 

投資運用に関

するサービス

の提供 

管理に関する

サービスの提

供 

役員の兼任 

運用手数料 

の支払(注３) 
2,570,652 未払金 414,839 

配賦経費の 

受取(注４) 
350,844 未収収益 173,013 

同一の 

親会社 

を持つ 

会社 

ピクテ 

アセット 

マネージメント 

リミテッド 

英国、 

ロンドン 
GBP45,000,000 

資産運用 

会社 
－ 

投資運用の委

託契約 

投資運用に関

するサービス

の提供 

管理に関する

サービスの提

供 

運用手数料 

の支払(注３) 
660,212 未払金 207,534 

同一の 

親会社 

を持つ 

会社 

バンク 

ピクテ 

アンド 

シーエスエー 

スイス、 

ジュネーブ 
CHF90,000,000 銀行 － 

管理に関する

サービスの提

供 

配賦経費の 

支払(注４) 
525,716 未払金 133,319 

 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

(注１)借入金については、関係会社間の契約に基づき、決定しております。 

(注２)支払利息については、関係会社間の契約に基づき、決定しております。 

(注３)運用手数料については、関係会社間の契約に基づき、決定しております。 

(注４)配賦経費については、関係会社間の契約に基づき、決定しております。 

 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 

(１)親会社情報 

ピクテ アンド シー グループ エスシーエー(非上場) 

ピクテ アセット マネージメント ホールディング エスエー(非上場) 

 

(２)重要な関連会社の要約財務情報 

重要な関連会社はありません。 

 

第40期(自 2024年１月１日 至 2024年12月31日) 

１．関連当事者との取引 

(１)財務諸表提出会社の親会社 

種類 会社等の名称 所在地 
資本金又は 

出資金 

事業の 

内容 

又は職業 

議決権等 

の被所有 

割合 

関連当事者 

との関係 
取引の内容 

取引金額 

(千円) 
科目 

期末残高 

(千円) 

親会社 

ピクテ 

アセット 

マネージメント 

ホールディング 

エスエー 

スイス、 

ジュネーブ 
CHF40,000,000 

グループ 

管理会社 
直接100% 

資金の提供 

役員の兼任 

借入金 

の借入(注１) 
- 

関係会社 

長期借入金 
2,400,000 

利息の支払 

(注２) 
57,706 未払金 13,086 

 

(２)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社 

種類 会社等の名称 所在地 
資本金又は 

出資金 

事業の 

内容 

又は職業 

議決権等 

の被所有 

割合 

関連当事者 

との関係 
取引の内容 

取引金額 

(千円) 
科目 

期末残高 

(千円) 

同一の 

親会社 

を持つ 

会社 

ピクテ 

アセット 

マネージメント 

エスエー 

スイス、 

ジュネーブ 
CHF21,000,000 

資産運用 

会社 
－ 

投資運用の委

託契約 

投資運用に関

するサービス

の提供 

管理に関する

サービスの提

供 

役員の兼任 

運用手数料 

の支払(注３) 
3,054,699 未払金 249,030 

預け金(注５) 356,061 
関係会社 

未収入金 
356,061 

同一の 

親会社 

を持つ 

会社 

バンク 

ピクテ 

アンド 

シーエスエー 

スイス、 

ジュネーブ 
CHF90,000,000 銀行 － 

管理に関する

サービスの提

供 

配賦経費の 

支払(注４) 
543,895 未払金 131,808 

 

取引条件及び取引条件の決定方針等 



 
(注１)借入金については、関係会社間の契約に基づき、決定しております。 

(注２)支払利息については、関係会社間の契約に基づき、決定しております。 

(注３)運用手数料については、関係会社間の契約に基づき、決定しております。 

(注４)配賦経費については、関係会社間の契約に基づき、決定しております。 

(注５)預け金については、関係会社間の契約に基づき、決定しております。 

 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 

(１)親会社情報 

ピクテ アンド シー グループ エスシーエー(非上場) 

ピクテ アセット マネージメント ホールディング エスエー(非上場) 

 

(２)重要な関連会社の要約財務情報 

重要な関連会社はありません。 

 

(１株当たり情報) 

第39期 

自 2023年１月１日 

至 2023年12月31日 

第40期 

自 2024年１月１日 

至 2024年12月31日 

１株当たり純資産額(注１) 5,677,237円19銭 １株当たり純資産額(注１) 5,960,964円84銭 

１株当たり当期純利益(注２) 710,983円28銭 １株当たり当期純利益(注２) 464,838円76銭 

損益計算書上当期純利益 1,111,266千円 損益計算書上当期純利益 726,542千円 

１株当たり当期純利益の算定に用いら

れた普通株式にかかる当期純利益 
1,111,266千円 

１株当たり当期純利益の算定に用いら

れた普通株式にかかる当期純利益 
726,542千円 

差額 － 差額 － 

期中平均株式数 1,563株 期中平均株式数 1,563株 

 普通株式 800株  普通株式 800株 

 普通株式と同等の株式 763株  普通株式と同等の株式 763株 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、新株予約権付社債等潜在株式がないため記載しておりま

せん。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、新株予約権付社債等潜在株式がないため記載しておりま

せん。 

(注１)１株当たりの純資産額の計算方法 

純資産額から優先株式にかかる資本金の額97,633千円を控除しております。 

(注２)Ａ種優先株式は、剰余金の配当請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、１株当たり当期純利益の

算定上、普通株式に含めて計算しております。 

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  



 
中間財務諸表 

 

(１)中間貸借対照表 

(単位：千円) 

    

第41期中間会計期間末 

2025年６月30日 

資産の部   

 流動資産   

  現金・預金  4,277,939 

  未収委託者報酬  4,684,747 

  未収収益  451,895 

  前払費用  373,392 

  その他  232,906 

  流動資産合計   10,020,881 

 固定資産  
 

  有形固定資産   

  
 建物付属設備 ※１ 604,579 

  
 器具備品 ※１ 251,011 

  
 有形固定資産合計   855,590 

  無形固定資産  976 

  投資その他の資産  
 

   投資有価証券  6,133 

   長期差入保証金  457,872 

   前払年金費用  31,211 

   繰延税金資産  575,264 

   投資その他の資産合計   1,070,481 

  固定資産合計   1,927,048 

 資産合計   11,947,929 

負債の部  
 

 流動負債  
 

  預り金  59,570 

  未払金  3,848,222 

  未払法人税等  73,526 

  賞与引当金  406,079 

  その他  120,888 

  流動負債合計   4,508,287 

 固定負債  
 

  関係会社長期借入金  2,400,000 

  資産除去債務  143,134 

  固定負債合計   2,543,134 

 負債合計   7,051,421 

純資産の部  
 

 株主資本  
 

  資本金  200,000 

  利益剰余金  
 

   利益準備金  50,000 

   その他利益剰余金  
 

    繰越利益剰余金  4,643,986 



 
   利益剰余金合計   4,693,986 

  株主資本合計   4,893,986 

 評価・換算差額等  
 

  その他有価証券評価差額金  2,520 

  評価・換算差額等合計   2,520 

 純資産合計   4,896,507 

負債純資産合計   11,947,929 

 

(２)中間損益計算書 

(単位：千円) 

    

第41期中間会計期間 

自 2025年１月１日 

至 2025年６月30日 

営業収益   

委託者報酬  12,442,014 

その他営業収益  913,965 

営業収益計   13,355,980 

営業費用及び一般管理費 ※１ 12,549,665 

営業利益   806,314 

営業外収益  1,241 

営業外費用 ※２ 54,556 

経常利益   752,998 

税引前中間純利益   752,998 

法人税、住民税及び事業税  39,758 

法人税等調整額  182,923 

中間純利益   530,317 

 

(３)中間株主資本等変動計算書 

第41期中間会計期間(自 2025年１月１日 至 2025年６月30日) 

(単位：千円) 

  

株主資本 評価・換算差額等 

純資産 

合計 資本金 

利益剰余金 

株主資本 

合計 

その他 

有価証券 

評価 

差額金 

評価・換算 

差額等 

合計 
利益 

準備金 

その他利益 

剰余金 利益 

剰余金 

合計 繰越利益 

剰余金 

当期首残高 200,000 50,000 4,613,829 4,663,829 4,863,829 2,575 2,575 4,866,405 

当中間期変動額                 

 剰余金の配当 - - △ 500,160 △ 500,160 △ 500,160 - - △ 500,160 

中間純利益 - - 530,317 530,317 530,317 - - 530,317 

株主資本以外の項目 

の当中間期変動額 

(純額) 

- - - - - △ 54 △ 54 △ 54 

当中間期変動額合計 - - 30,157 30,157 30,157 △ 54 △ 54 30,102 

当中間期末残高 200,000 50,000 4,643,986 4,693,986 4,893,986 2,520 2,520 4,896,507 

 

  



 
重要な会計方針 

区分 

第41期中間会計期間 

自 2025年１月１日 

至 2025年６月30日 

１．資産の評価基準及び評価方法 有価証券 

(１)その他有価証券 

市場価格のない株式等以外のもの 

中間決算日の基準価額に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。 

２．固定資産の減価償却の方法 (１)有形固定資産(リース資産を除く) 

定額法により償却しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。 

建物付属設備 10～18年 

器具備品 ２～20年 

(２)無形固定資産(リース資産を除く) 

定額法により償却しております。 

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(５年)

に基づく定額法により償却しております。 

３．外貨建の資産又は負債の本邦通貨

への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。 

４．引当金の計上基準 (１)賞与引当金 

従業員に支給する賞与の支払いに充てるため、支出見込額の当中間会計期間負

担分を計上しております。 

(２)退職給付引当金 

従業員の退職金に充てるため、当中間会計期間末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき計上しております。退職給付見込額を当中間会計期間

末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっておりま

す。過去勤務費用及び数理計算上の差異は、その発生年度に一括損益処理して

います。 

５．収益及び費用の計上基準 当社は、資産運用サービスから委託者報酬、運用受託報酬等により収益を稼得

しております。これらには実績報酬が含まれる場合があります。 

(１)委託者報酬 

委託者報酬は、投資信託の信託約款に基づき日々の純資産総額に対する一定割

合として認識され、確定した報酬を投資信託によって月次、年４回、年２回も

しくは年１回受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務を充足され

るという前提に基づき、投資信託の運用期間にわたり収益として認識しており

ます。 

(２)運用受託報酬 

運用受託報酬は、投資一任契約に基づき計算期間の純資産総額等に対する一定

割合として認識され、確定した報酬を一任口座によって年２回もしくは年１回

受取ります。当該報酬は期間の経過とともに履行義務を充足されるという前提

に基づき、一任口座の運用期間にわたり収益として認識しております。 

(３)実績報酬 

実績報酬は、対象となる一任口座の特定のベンチマークまたはその他のパフォ

ーマンス目標を上回る超過運用益に対する一定割合として認識されます。当該

報酬は実績報酬を受領する権利が確定的となった時点で収益として認識してお

ります。 

 

注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

区分 
第41期中間会計期間末 

(2025年６月30日現在) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 建物付属設備        272,589千円 

器具備品          354,415千円 

  

  



 
(中間損益計算書関係) 

区分 

第41期中間会計期間 

自 2025年１月１日 

至 2025年６月30日 

※１ 減価償却実施額 有形固定資産         75,721千円 

無形固定資産           48千円 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 支払利息           28,537千円 

 

(中間株主資本等変動計算書関係) 

第41期中間会計期間(自 2025年１月１日 至 2025年６月30日) 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

  

第41期事業年度期首 

株式数 

(株) 

第41期中間会計期間 

増加株式数 

(株) 

第41期中間会計期間 

減少株式数 

(株) 

第41期中間会計期間末 

株式数 

(株) 

発行済株式         

普通株式 800 - - 800 

Ａ種優先株式 763 - - 763 

合計 1,563 - - 1,563 

 

２．配当に関する事項 

(１)配当金支払額 

決議 株式の種類 配当金の総額 

（千円） 

配当の原資 1株当たり配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

2025年5月28日 
普通株式 256,000 

利益剰余金 
320,000 

2025年3月31日 2025年6月2日 
A 種優先株式 244,160 320,000 

 

(２)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの 

該当事項はありません。 

 

(リース取引関係) 

(借主側) 

第41期中間会計期間(自 2025年１月１日 至 2025年６月30日) 

１．ファイナンス・リース取引 

該当事項はありません。 

 

２．オペレーティング・リース取引 

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料 

１年内 408,031千円 

１年超 230,264千円 

合計 638,296千円 

 

(金融商品関係) 

第41期中間会計期間末(2025年６月30日現在) 

１．金融商品の時価等に関する事項 

2025年６月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。 

(千円) 

  中間貸借対照表計上額 時価 差額 

投資有価証券 6,133 6,133 - 

資産計 6,133 6,133 - 

関係会社長期借入金 2,400,000 2,379,481 △20,518 

負債計 2,400,000 2,379,481 △20,518 

(注１)現金・預金、未収委託者報酬及び未払金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、

記載を省略しております。 



 
２．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項 

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分類し

ております。 

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価 

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価 

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価 

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレ

ベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。 

(１)時価をもって中間貸借対照表に計上している金融商品 

(千円) 

区分 
時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

投資有価証券 - 6,133 - 6,133 

資産計 - 6,133 - 6,133 

 

(２)時価をもって中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品 

(千円) 

区分 
時価 

レベル１ レベル２ レベル３ 合計 

関係会社長期借入金 - 2,379,481 - 2,379,481 

負債計 - 2,379,481 - 2,379,481 

(注１)時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明 

投資有価証券 

当社が保有している投資信託受益証券は、基準価額で評価しており、市場での取引頻度が高いとは言えず、活発な市

場における相場価格とは認められないため、その時価をレベル２の時価に分類しております。 

関係会社長期借入金 

関係会社長期借入金の時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在

価値により算定しており、レベル２の時価に分類しております。 

 

(有価証券関係) 

第41期中間会計期間末(2025年６月30日現在) 

その他有価証券で時価のあるもの 

(千円) 

  種類 中間貸借対照表計上額 取得原価 差額 

中間貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの 

投資信託受益証券 6,133 2,500 3,633 

小計 6,133 2,500 3,633 

中間貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの 

投資信託受益証券 - - - 

小計 - - - 

合計 6,133 2,500 3,633 

 

(デリバティブ取引関係) 

第41期中間会計期間末(2025年６月30日現在) 

該当事項はありません。 

 

(資産除去債務関係) 

第41期中間会計期間末(2025年６月30日現在) 

資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの 

当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減 

当事業年度期首 143,134千円 

有形固定資産の取得に伴う増加額 -千円 

時の経過による調整額 -千円 

資産除去債務の履行による減少額 -千円 

当中間会計期間末残高 143,134千円 

 



 
(収益認識関係) 

第41期中間会計期間(自 2025年１月１日 至 2025年６月30日) 

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報 

(千円) 

  運用報酬 実績報酬 合計 

委託者報酬 12,442,014 - 12,442,014 

運用受託報酬 140,982 - 140,982 

その他 772,983 - 772,983 

合計 13,355,980 - 13,355,980 

 

(セグメント情報等) 

１．セグメント情報 

第41期中間会計期間(自 2025年１月１日 至 2025年６月30日) 

当社は、投資運用業及び投資助言代理業の単一セグメントを報告セグメントとしております。 

従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。 

 

２．関連情報 

第41期中間会計期間(自 2025年１月１日 至 2025年６月30日) 

(１)製品及びサービスごとの情報 

  投資信託委託業 投資顧問業 その他 合計 

外部顧客への営業収益 12,442,014千円 140,982千円 772,983千円 13,355,980千円 

 

(２)地域ごとの情報 

① 営業収益 

本邦外部顧客への営業収益が営業収益総額の90％を超えるため、記載を省略しております。 

 

② 有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略

しております。 

 

(３)主要な顧客ごとの情報 

営業収益の10％以上を占める単一顧客が存在しないため、記載を省略しております。 

 

(１株当たり情報) 

第41期中間会計期間 

自 2025年１月１日 

至 2025年６月30日 

１株当たり純資産額 5,998,593円22銭 

１株当たり中間純利益 339,294円75銭 

中間損益計算書上の中間純利益 530,317千円 

１株当たり中間純利益の算定 

に用いられた普通株式にかかる中間純利益 
530,317千円 

差額 － 

期中平均株式数 1,563株 

 普通株式 800株 

 Ａ種優先株式 763株 

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、新株予約権付社債等潜在株式がないため記載しておりま

せん。 

(注１)１株当たりの純資産額の計算方法 

純資産額から優先株式にかかる資本金の額97,633千円を控除しております。 

(注２)Ａ種優先株式は、剰余金の配当請求権について普通株式と同等の権利を有しているため、１株当たり中間純利益の

算定上、普通株式に含めて計算しております。 

 
(重要な後発事象) 
該当事項はありません。 



 
公開日 2026年1月28日 

作成基準日 2026年1月13日 

 

本店所在地 東京都千代田区丸の内2-6-１ 

お問い合わせ先 法務コンプライアンス部 
 


